
2月からの作業を前に打合せを行います

公益社団法人 北広島市シルバー人材センター

2024年 新年交流会の様子



　シルバー人材センターの仕事をして得た『配分金』

　は、所得税法上の『雑所得』として取り扱われます

   ので、課税対象者になると思われる会員は各自にお

   いて申告が必要になります。センターでは令和6年

   分の『配分金支払い証明書』を発行します。

　※昨年発行した方には自動的に圧着ハガキで

　　お届けします。

　※会員向け専用サイト『Smile to Smile』でも

　　確認することができます。

　※派遣就業で支払われた賃金については

　　給与所得となり、源泉徴収票を全員に送付します。

＊事例1･2ともに、配分金が55万円未満の場合、

　配分金の特例控除額は、配分金相当額となります。

＊配分金以外の「雑所得」または「事業所得」の

　ある方は事例の取扱いと異なりますので、

※開催時間につきましては別紙をご確認ください。 　所轄の税務署へご相談ください。

『配分金』については55万円の特例控除が認められています。

配分金にかかわる確定申告について

事例1 会員の収入が配分金のみの場合

（配分金―配分金の特例控除（55万円）

― 基礎控除（48万円）

×所得税率＝

事例2 会員の収入が配分金と公的年金等

複数ある場合

〔（配分金―配分金の特例控除（55万円）

＋（公的年金等―公的年金等控除額）

― 基礎控除（48万円）

― その他所得税控除〕

×所得税率＝

所得税額

所得税額

国税庁「イータ君」

出生地:東京都千代田区霞ヶ関

身⾧:約165cm

体重:ひみつ 性別:男の子

家族構成:独身

特技:パソコン・空も飛べます

「期限厳守」でお願いします。

単位：人

11月1日 入会 退会 12月1日

男性 380 5 2 383

女性 104 0 0 104

合計 484 5 2 487

会 員 入 退 会 状 況




